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令和３年７月 第３回佐々町議会臨時会 会議録  

１． 招集年月日 令和３年７月２日（金曜日） 午前10時00分 

２． 場 所 佐々町役場 ３階 議場 

３． 開 議 令和３年７月２日（金曜日） 午前10時00分 

４． 出席議員（10名） 

議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 

１ 平 田 康 範 君 ２ 川 副  剛 君 ３ 横 田 博 茂 君 

４ 永 田 勝 美 君 ５ 長 谷 川 忠 君 ６ 阿 部  豊 君 

７ 永 安 文 男 君 ８ 橋 本 義 雄 君 ９ 須 藤 敏 規 君 

10 淡 田 邦 夫 君     

５． 欠席議員（なし） 

６． 法第121条による説明のための出席者職氏名 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 職  名 氏  名 

町 長 古 庄  剛 君 副 町 長 中 村 義 治 君 教 育 長 黒 川 雅 孝 君 

総 務 課 長 山 本 勝 憲 君 
会 計 管 理 者 
兼 税 務 課 長 

大 平 弘 明 君 住民福祉課長 今 道 晋 次 君 

保険環境課長 安 達 伸 男 君 建 設 課 長 川 崎 順 二 君 産業経済課長 藤 永 尊 生 君 

水 道 課 長 橋 川 貴 月 君 教 育 次 長 水 本 淳 一 君 農業委員会事務局長 金 子  剛 君 

企画財政課参事 井 手 守 道 君     

７． 職務のための出席者職氏名 

職  名 氏   名 職  名 氏   名 

議会事務局長 松 本 典 子 君 議会事務局書記 濱 野  聡 君 

議会事務局書記 山 下  慶 君   

８． 本日の会議に付した案件 

開会 

日程第１   仮議席の指定 

日程第２   選挙第１号 議長の選挙 

追加日程第１ 選挙第２号 副議長の選挙 

追加日程第２ 指定第１号 議席の指定 

追加日程第３ 会議録署名議員の指名 
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追加日程第４   会期の決定 

追加日程第５   選任第１号 常任委員会委員の選任 

追加日程第６   選任第２号 議会運営委員会委員の選任 

追加日程第６の２ 議長の常任委員辞任の件 

追加日程第７   各委員会の委員長及び副委員長の決定 

追加日程第８   推薦第１号 各種委員会委員の推薦 

追加日程第９   選挙第３号 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

追加日程第10   発議第２号 議員の派遣について 

追加日程第11   議案第33号 佐々町監査委員の選任について同意を求める件 

追加日程第12   閉会中の委員会継続調査 

閉会 

 

９．審議の経過 

（10時00分  開会） 

 

― 開会 ― 

 

議会事務局長（松本 典子 君） 

    皆様おはようございます。 

    本日の臨時会は、一般選挙後の初めての議会です。 

    議長が選出されるまでの間、地方自治法第107条の規定によって、出席議員の中で年長の議員

が、臨時に議長の職務を行うことになっております。 

    年長の平田康範議員を御紹介します。 

    議長席にお願いいたします。 

 

臨時議長（平田 康範 君） 

    ただ今紹介されました平田康範です。 

    地方自治法第107条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いを

いたします。 

    ただ今から、令和３年７月第３回佐々町議会臨時会を開会します。 

    開会にあたり、町長から招集の挨拶をお受けします。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    皆様おはようございます。 

    本日、令和３年７月の佐々町議会第３回の臨時会が招集をいたしまして、お願いいたしまし

たところ、議員の皆様におかれましては、大変お忙しい中に御出席を賜りまして誠にありがと

うございます。 

    議員の皆様におかれましては、６月20日執行されました佐々町議会議員選挙におきまして、

町民の皆様からの力強い御指示と、そして、大きな期待を担われまして、御当選の栄に浴され

ました。心からお喜びを申し上げたいと思います。 

    今回の選挙では、再選されました議員の皆様、そして、初めて当選されました議員の皆様、

それぞれのお立場で思いを新たに、選挙後初の議会に臨まれることと拝察しております。 

    佐々町の発展に向けて、今後皆様方の益々の御活躍を心からお祈り申し上げますとともに、

御理解と御協力を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。 
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    どうぞ、御審議については賜りますようにお願いを申し上げまして、開会の御挨拶に代えさ

せていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

臨時議長（平田 康範 君） 

    しばらく休憩します。 

 

    （10時03分  休憩） 

    （10時03分  再開） 

 

― 開議 ― 

 

臨時議長（平田 康範 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    これより本日の会議を開きます。 

 

― 日程第１ 仮議席の指定 ― 

 

臨時議長（平田 康範 君） 

    日程第１、仮議席の指定を行います。 

    仮議席はただ今の着席の議席とします。 

 

― 日程第２ 選挙第１号 議長の選挙 ― 

 

臨時議長（平田 康範 君） 

    日程第２、選挙第１号 議長の選挙を行います。 

選挙は投票で行います。 

議場の出入口を閉鎖します。 

 

（議場閉鎖） 

 

ただ今の出席議員数は10人です。 

次に、立会人を指名します。 

会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に１番、川副剛君、２番、横田博茂君を指名

します。 

投票用紙を配布します。 

確認のため申し上げます。この投票は単記無記名です。 

 

（投票用紙の配布） 

 

投票用紙の配布漏れはありませんか。 

 

（「はい。」の声あり） 

 

配布漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 
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（投票箱の点検） 

 

異常なしと認めます。 

ただ今から投票を行います。 

私が議席番号及び氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 

 

（１番議員から順次投票） 

 

投票漏れはありませんか。 

投票漏れなしと認めます。 

投票を終わります。 

これより開票を行います。 

川副剛君、横田博茂君は、開票の立会をお願いします。 

 

（開票） 

 

選挙の結果を報告します。 

投票総数10票、有効投票10票、無効投票０票です。 

有効投票のうち、永安文男君、５票、淡田邦夫君、５票、以上のとおりです。 

この選挙の法定得票数は３票です。 

永安文男君と淡田邦夫君の得票数は、いずれもこれを超えています。 

２人の得票数は同数です。 

この場合、地方自治法第118条第１項の規定は、公職選挙法第95号第２項の規定を準用して、

くじで当選人を決定することとなっています。 

永安文男君と淡田邦夫君にくじを引いていただきます。 

くじは２回引きます。１回目は、くじを引く順序を決めるためのものです。２回目は、この

順序によってくじを引き、当選人を決定するためのものです。このくじの数字が、１の方が当

選人となります。 

    川副剛君と横田博茂君は、くじの立会いをお願いします。 

    まず１回目は、くじを引く順序を決めるくじを行います。 

    永安文男君と淡田邦夫君、くじを引いてください。 

 

    （くじ引き１回目） 

 

    くじを引く順序が決定しましたので報告します。 

    まず、はじめに永安文男君、次に、淡田邦夫君と決まりました。 

    ただ今の順序により、当選人の決定をするくじを行います。 

    このくじの数字が１の方が当選人となります。 

    先に、永安文男君、次に、淡田邦夫君、くじを引いてください。 

 

    （くじ引き２回目） 

 

    くじの結果を報告します。 

    くじの結果、淡田邦夫君が当選人と決定しました。 

    議場の閉鎖を解きます。 
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    （議場閉鎖の解除） 

 

    ただ今、議長に当選されました、淡田邦夫君が議場におられますので、会議規則第33条第２

項の規定によって当選の告知をします。 

    壇上において挨拶をお願いします。 

     

    （議長登壇） 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    皆さん、改めましておはようございます。 

    今回、令和３年度から令和５年度まで、議長選任ということで、本当に大変な役職を仰せつ

かったものということで思っております。 

    この２年間、佐々町のため、そして、本当に一生懸命に頑張っていきたいということを思っ

ております。 

    また、当初言いましたように、私は、佐世保市、やはり佐世保市との友好関係を築いていき

たいということで思っておりますので、皆さん方の、議会の皆様方、執行の皆様方の御支援、

御協力のほどをお願い申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

     

臨時議長（平田 康範 君） 

    以上で、臨時議長の職務を終わりました。 

御協力ありがとうございました。 

    しばらく休憩します。 

 

 （10時20分  休憩） 

 （10時29分  再開） 

 

― 追加日程第１ 選挙第２号 副議長の選挙 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    追加日程第１、選挙第２号 副議長の選挙を行います。 

    選挙は投票で行います。 

    議場の出入口を閉鎖します。 

 

（議場閉鎖） 

 

ただ今の出席議員数は10人です。 

次に、立会人を指名します。 

会議規則第32条第２項の規定により、立会人に１番、川副剛君、２番、横田博茂君を指名し

ます。 

投票用紙を配布します。 

確認のため申し上げます。この投票は単記無記名です。 

 

（投票用紙の配布） 
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投票用紙の配布漏れはありませんか。 

 

（「はい。」の声あり） 

 

配布漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

 

（投票箱の点検） 

 

異常なしと認めます。 

ただ今から投票を行います。 

私が、議席番号及び氏名を読み上げますので、順番に投票をお願いします。 

 

（１番議員から順次投票） 

 

投票漏れはありませんか。 

投票漏れはなしと認めます。 

投票を終わります。 

これより開票を行います。 

川副剛君、横田博茂君は、開票の立会をお願いいたします。 

 

（開票） 

 

選挙の結果を報告します。 

投票総数10票、有効投票10票、無効投票０票です。 

有効投票のうち、須藤敏規君、１票、橋本義雄君、３票、平田康範君、６票、以上のとおり

です。 

この選挙の法定得票数は３票です。 

したがって、平田康範君が副議長に当選されました。 

議場の出入口を開きます。 

 

    （議場閉鎖の解除） 

 

    ただ今、副議長に当選されました、平田康範君が議場におられます。会議規則第33条第２項

の規定により、当選の告知をします。 

    壇上において、副議長の就任の挨拶をお願いいたします。 

     

    （副議長登壇） 

 

副 議 長（平田 康範 君） 

副議長ということで決定をいたしました。 

実際申し上げまして、私、こういう予定もいたしていなかった結果が出てしまったわけです

が、選挙で決定した以上は、副議長は議長の補佐役でございます。議会運営がスムーズにいく

よう、精一杯努力をさせていただきたいと思いますので、今後どうかよろしくお願いをいたし

ます。 
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議  長（淡田 邦夫 君） 

しばらく休憩します。11時50分から再開します。 

議員の皆様は、10分後に議員控室へ御集合をお願いいたします。 

休憩をして、常任委員会委員、議会運営委員会委員の選任、各種委員会委員の推薦などにつ

いて協議を行います。 

傍聴者の皆様にはお断りします。 

今申し上げましたように、協議の時間を要しますので、11時50分から再開の予定となります

ので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

しばらく休憩します。 

 

 （10時40分  休憩） 

 （11時56分  再開） 

 

― 追加日程第２ 指定第１号 議席の指定 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    まもなく、あと５分ほどで12時ですけども、このまま案件が終わるまで延長させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

    追加日程第２、指定第１号 議席の指定を行います。 

    議席は会議規則第４条第１項の規定によって、お手元に配布しております議席のとおり指定

します。 

 

― 追加日程第３ 会議録署名議員の指名 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    追加日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

    本日の会議録署名議員は、会議規則の規定により、１番、平田康範君、２番、川副剛君を指

名します。 

 

― 追加日程第４ 会期の決定 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    追加日程第４、会期の決定を行います。 

    本臨時議会の会期については、本日７月２日の１日間にしたいと思います。 

    お諮りします。本臨時会の会期は７月２日、本日１日間に決定することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    したがって、会期は本日１日間と決定しました。 
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― 追加日程第５ 選任第１号 常任委員会委員の選任 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    追加日程第５、選任第１号 常任委員会委員の選任を行います。 

    お諮りします。常任委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定によって、お手

元に配布しましたとおり指名することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    よって、常任委員はお手元に配布しました、選任第１号のとおり選任することに決定しまし

た。 

 

― 追加日程第６ 選任第２号 議会運営委員会委員の選任 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    追加日程第６、選任第２号 議会運営委員会委員の選任を行います。 

    お諮りします。議会運営委員については、委員会条例第７条第４項の規定によって、お手元

に配布しましたとおり指名することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    よって、お手元に配布しました、選任第２号のとおり選任することに決定しました。 

    しばらく休憩します。 

 

 （11時58分  休憩） 

 （11時59分  再開） 

 

副 議 長（平田 康範 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    ただ今、議長から議長の常任委員辞任の件が提出されました。 

    本件については、地方自治法第117条の規定により、除斥に該当いたしますので、議長は退場

をしております。 

    この件を日程に追加し、追加日程第６の２として議題にしたいと思いますが、異議ありませ

んか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    議長の常任委員辞任の件を日程に追加し、追加日程第６の２として議題とすることに決定し

ました。 

    しばらく休憩します。 
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 （11時59分  休憩） 

 （12時02分  再開） 

 

― 追加日程第６の２ 議長の常任委員辞任の件 ― 

 

副 議 長（平田 康範 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    追加日程第６の２、議長の常任委員辞任の件を議題とします。 

    淡田議長から、職務上の理由によって、常任委員を辞任したいとの申出があっております。 

    お諮りします。本件は申出のとおり、辞任を許可することに御異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    したがって、議長の常任委員の辞任を許可することに決定しました。 

    しばらく休憩します。 

 

 （12時03分  休憩） 

 （12時03分  再開） 

 

― 追加日程第７ 各委員会の委員長及び副委員長の決定 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    追加日程第７、各委員会の委員長及び副委員長の決定についてを報告します。 

    お手元に配布していますように、各委員会の委員長及び副委員長が互選されて決定していま

すので、御報告します。 

 

― 追加日程第８ 推薦第１号 各種委員会委員の推薦 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    追加日程第８、推薦第１号 各種委員会委員の推薦を行います。 

    お諮りします。各種委員会の委員の推薦については、お手元に配布しておりますとおり、推

薦することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    したがって、推薦第１号 各種委員会の委員の推薦は、お手元に配布しましたとおり推薦する

ことに決定しました。 

 

― 追加日程第９ 選挙第３号 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    追加日程第９、選挙第３号 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 
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    お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選に

したいと思いますが、異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    したがって、選挙の方法は指名推選で行うことで決定しました。 

    指名の方法は、議長が指名することで異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    したがって、議長が指名することに決定しました。 

    長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員には、淡田邦夫を指名します。 

    お諮りします。淡田邦夫を長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人とすることに異

議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    したがって、議長が指名した淡田邦夫が、長崎県後期高齢者医療広域連合議会の議員に当選

しました。 

 

― 追加日程第10 発議第２号 議員の派遣について ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    追加日程第10、発議第２号 議員の派遣についてを議題とします。 

    議会事務局長に朗読させます。 

    議会事務局長。 

 

議会事務局長（松本 典子 君） 

     

    （発議第２号 朗読） 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    お諮りします。議員の派遣については、お手元に配布しましたとおり派遣することにしたい

と思います。異議ありませんか。 

     

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    したがって、議員の派遣については、お手元に配布しましたとおり派遣することに決定しま

した。 

    しばらく休憩します。 

 



― 令和3年7月 第3回佐々町議会臨時会 R3.7.2 ― 

 - 11 - 

 （12時07分  休憩） 

 （12時08分  再開） 

 

― 追加日程第11 議案第33号 佐々町監査委員の選任について同意を求める件 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    永安議員が該当者でございますので、地方自治法第117条の規定により、永安議員の退席をお

願いいたします。 

 

    （７番 永安文男君 退場） 

 

    追加日程第11、議案第33号 佐々町監査委員の選任について同意を求める件を議題とします。 

    執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

     

    （議案第33号 朗読） 

    

    ２枚目に履歴書等を添付していますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    お諮りします。質疑、討論を省略したいと思いますが、異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    質疑、討論を省略します。 

    これより採決を行います。議案第33号 佐々町監査委員の選任について同意を求める件は、原

案のとおり同意することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 

 

    （７番 永安文男君 入場） 

 

― 追加日程第12 閉会中の委員会継続調査 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ただ今、会議規則第75条の規定により、議会運営委員長、総務厚生委員長、産業建設文教委

員長、議会だより編集委員長から閉会中の委員会継続調査について捜査の申出があっておりま

す。 
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    これを日程に追加し、追加日程第12とし、議題とします。 

    異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    閉会中の委員会継続調査についての日程を追加し、追加日程第12とし、議題とすることに決

定しました。 

    しばらく休憩します。 

 

    （12時12分  休憩） 

    （12時15分  再開） 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    閉会中の委員会継続調査について、会議規則第75条の規定により、各種委員長からお手元に

配布しています案件について、調査の申し出があっております。 

    お諮りします。委員長の申し出のとおり、閉会中の委員会継続調査を行うことに異議ありま

せんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。 

    よって、委員長の申し出のとおり、閉会中の委員会継続調査を行うことに決定しました。 

    以上で、本臨時会で予定された案件は全て終了しました。 

 

― 閉会 ― 

 

    閉会にあたり、町長より御挨拶を受けたいと思います。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    それでは、閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げたいと思います。 

    議員の皆様におかれましては、提案を申し上げまして、１件の議案につきまして、慎重審議

をいただきまして御決定をいただきまして、誠にありがとうございました。 

    議会におきましては、議長さんをはじめ副議長、それから議会の各役職を決定いたされ、議

会運営などが行われるんではないかと思っております。 

    新型コロナウイルス感染症につきましては、長崎県下の感染段階は注意報に引き下げられて

おりますが、佐世保市においては全域に警戒警報ということで発令されているわけでございま

す。町といたしましても、町内で29例目となる新型コロナウイルス感染者が発表されておりま

すので、新型コロナウイルス感染症の終息に向けて、感染症の拡大防止に我々としましては努

めなければならないと考えている次第でございます。 

    住民の皆様におかれましては引き続き、これまでと同様にマスクを着用する、それからこま

めに手洗いをするなど、それを徹底していただくとともに、これまで以上に、やはり危機意識

を持ちながら感染リスクの高い場所の行動などを避けるなど、やはり感染防止に努めていただ



― 令和3年7月 第3回佐々町議会臨時会 R3.7.2 ― 

 - 13 - 

きますように心からお願いを申し上げたいと思っております。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、現在ワクチン接種に関する情報が連日報道され

ているわけでございますけど、佐々町でも町立診療所におきまして町内の各医療機関との先生

方の御協力をいただきながら、４月28日から80歳以上を対象にワクチンの予防接種を努めてい

るわけでございます。６月９日から65歳以上、６月23日から65歳未満の基礎疾患のある方、ま

た高齢、それから障害者の施設等の従事者の接種並びに各医療機関において個別接種が始まっ

ているわけでございます。皆様の御協力によりまして、大きなトラブルもなく順調に接種が行

われているのではないかと考えているところでございます。 

    今後のワクチンの供給量に応じて、個別を、順次お知らせしたいと思っておりますので、御

理解と御協力いただければと、重ねてお願いを申し上げます。 

    結びになりますけど、議員の皆様におかれましては、健康に十分留意いただきまして、町政

の発展のために御活躍をいただきますように心からお願いを申し上げまして、閉会にあたりま

しての御挨拶に代えさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ありがとうございました。 

    私から一言お礼を申し上げます。 

 令和３年から令和５年の佐々町議会議長に、皆さん方の推薦いただきまして本当にありがと

うございました。 

 今度の選挙におきまして、一番変わったと思ったところは、私は若い方がおいでになったと

いうことで、佐々町議会も活性化するものと思っております。 

 また、私もいろいろと皆さん方と相談し、佐々町議会が今まで以上に活性化にするように努

めていきたいということを思っておりますので、皆さん方もどうぞ御協力、御支援をよろしく

お願い申し上げます。 

本当によろしくお願いします。ありがとうございました。 

以上で、令和３年７月第３回佐々町議会臨時会を閉会します。 

お疲れ様でした。 

 

 

 （12時20分  閉会） 

     


